
特定地域づくり事業協同組合について

提案内容

この共同組合につきまして現在検討中とのことですが、下記の点について検討をお願いします。

１．組合員の出資について、１００千円以内を希望します。

２．年間の雇用を１か月から２か月の雇用が出来るように規約を制定。

３．雇用人数を１名から雇用できるように規約を制定。

４．賃金については、個々の事業者と協議して決定できる規約を制定。

５．林業関係の雇用が出来るように規約に入れて頂きたい。

６．協同組合に優秀な人財が集まる為のシステムを併せ検討願います。

７．多くの方々の意見、希望を取り入れた共同組合の設立を希望します。

回　　答

貴重なご提案をいただき、誠にありがとうございます。

ご提案のありました内容につきまして、次のとおり回答させていただきます。

１．組合員の出資について、１００千円以内を希望します。

（回答）組合員の出資については、組合員による創立総会において協議され、決定される事項となります。

２．年間の雇用を１か月から２か月の雇用が出来るように規約を制定。

（回答）雇用形態については、今後協同組合内で検討のうえ、決定される事項となります。

３．雇用人数を１名から雇用できるように規約を制定。

（回答）雇用人数については、制度上１名から雇用できるようになっております。

４．賃金については、個々の事業者と協議して決定できる規約を制定。

（回答）賃金につきましても、協同組合内で協議され、書面にて何らかの取り決めをされるものと考えております。

５．林業関係の雇用が出来るように規約に入れて頂きたい。

（回答）職種については、制度上建設業など一部の業種や業務を除き、雇用は可能となっております。

６．協同組合に優秀な人財が集まる為のシステムを併せ検討願います。

（回答）優秀な人材確保を確保することは、ご指摘のとおり、大変重要なことでありますので、協同組合内で十分な協議がされるものと考えて

おります。

７．多くの方々の意見、希望を取り入れた協同組合の設立を希望します。

（回答）協同組合は、希望された事業者があれば制度上の要件さえ満たせばいつでも、誰でも加入できます。しかしながら、業種や職種、個々

の事情等あると思われますので、加入にあたっては、丁寧な説明をするとともに、協同組合内でも十分協議をしながら運営されるものと考えて

おります。　                                                                                    　　　　　　　  （回答部署：政策企画部うんなん暮らし推進課）


